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○御殿場市一時預かり等事業実施要綱 

平成２２年１２月９日 

告示第３０８号 

改正 平成２４年７月４日告示第１６０号 

平成２６年１月２８日告示第１７号 

平成２７年３月３１日告示第１０５号 

平成２７年１２月２８日告示第３２９号 

平成２８年３月２９日告示第９３号 

御殿場市一時保育事業実施要綱（平成２０年御殿場市告示第６０号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第

６条の３第７項に規定する一時預かり事業又は就労形態の多様化に伴う断続的な保育事

業である特定保育事業（以下これらを「一時預かり等事業」という。）の実施に関し、

必要な事項を定める。 

（一部改正〔平成２４年告示１６０号〕） 

（事業内容） 

第２条 一時預かり等事業は、次のとおりとする。 

(1) 一時預かり事業 法第２４条第１項の規定による保育の実施の対象とならない児

童の保護者が、傷病等により一時的に家庭での保育が困難となる場合若しくは保護者

の育児疲れによる心理的又は身体的負担を軽減する必要があると認められた場合に、

児童を一時的に預かる事業 

(2) 特定保育事業 保護者の勤務形態に応じて、児童の保護者のいずれもが一定程度の

日時（１月当たり概ね６４時間以上）において、家庭における保育ができず、かつ、

同居の親族その他の者も家庭における保育ができないと認められる場合に、当該児童

を保育する事業 

（一部改正〔平成２７年告示１０５号〕） 

（実施保育所等） 

第３条 一時預かり等事業を実施する保育所及び認定こども園（以下「保育所等」という。）

は、御殿場市立保育所条例（平成２７年御殿場市条例第２号）第２条及び御殿場市立認

定こども園条例（平成２７年御殿場市条例第３号）第２条に規定する保育所等とする。 

（一部改正〔平成２６年告示１７号・２７年１０５号〕） 

（対象児童及び実施定数） 

第４条 一時預かり等事業の対象となる児童（以下「対象児童」という。）は、本市に住
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所を有する就学前の児童とし、対象児童の定数は保育所等の通常保育業務に支障がない

範囲内で保育できる人数とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する対象児童は、一時預かり等

事業の対象とならない。 

(1) 伝染性疾患を有し、他の入所児童に伝染するおそれがある児童 

(2) 入院を要する程度の負傷をし、又は疾病にかかっている児童 

(3) 認定こども園の短時間保育児 

(4) 前３号に掲げるもののほか、福祉事務所長が対象児童として適当でないと認めた児

童 

（一部改正〔平成２６年告示１７号〕） 

（実施日及び実施時間） 

第５条 一時預かり等事業の実施日は、御殿場市立保育所条例施行規則（平成２７年御殿

場市規則第２号）第４条に規定する休所日及び御殿場市立認定こども園条例施行規則（平

成２７年御殿場市規則第３号）第５条に規定する休園日以外の日とし、実施時間は、原

則として午前８時３０分から午後５時までの範囲とする。 

（一部改正〔平成２７年告示１０５号〕） 

（利用日数） 

第６条 一時預かり等事業を利用できる日数は、１月につき１５日以内とする。 

（利用の申請） 

第７条 一時預かり等事業を利用しようとする保護者（以下「申請者」という。）は、御

殿場市一時預かり等事業申請書（様式第１号）を、希望する日の２日前までに福祉事務

所長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、申請者は、福祉事務所長が極めて緊急性が高く、直ちに一

時預かり等事業を要すると認めたときは、口頭による申請を行うことができる。この場

合において、申請者は、申請した日の後２日以内に前項に規定する手続を行わなければ

ならない。 

（利用の承認） 

第８条 福祉事務所長は、前条第１項に規定する申請書の提出があったときは、速やかに

一時預かり等事業の利用の可否を決定し、申請者に御殿場市一時預かり等事業可否決定

通知書（様式第２号）により通知しなければならない。 

（利用の取下げ） 

第９条 前条の規定により一時預かり等事業の利用を可とする通知を受けた者が、一時預

かり等事業を必要としなくなったときは、速やかに御殿場市一時預かり等事業利用取下
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届（様式第３号）を福祉事務所長に届出なければならない。 

（費用負担等） 

第１０条 一時預かり等事業を利用した児童の保護者（以下「利用者」という。）は、一

時預かり等事業に要する費用の一部（以下「費用負担額」という。）として、次に定め

る額を負担しなければならない。 

(1) ３歳未満の児童 １日又は１回につき１，６００円 

(2) ３歳以上の児童 １日又は１回につき９００円 

２ 利用者は、福祉事務所長が指定する日までに費用負担額を納入しなければならない。 

３ 前項の規定に関わらず、生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定による被保

護世帯及び御殿場市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に係る費用等に

関する条例施行規則（平成２７年御殿場市規則第１３号）別表第３の備考第２項に該当

する世帯は、費用負担額を無料とする。 

４ 児童の年齢は、一時預かり等事業を利用した日の属する年度の初日の前日現在の満年

齢とする。 

（一部改正〔平成２４年告示１６０号・２６年１７号・２７年１０５号・２８年

９３号〕） 

（補則） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この告示は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年７月４日告示第１６０号抄） 

（施行期日） 

１ この告示は、公示の日から施行する。 

附 則（平成２６年１月２８日告示第１７号） 

この告示は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年３月３１日告示第１０５号） 

この告示は、御殿場市立保育所条例の施行の日から施行する。 

附 則（平成２７年１２月２８日告示第３２９号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２８年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の際現に改正前の様式により提出されている文書は、改正後の相当様

式により提出された文書とみなす。 
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附 則（平成２８年３月２９日告示第９３号） 

この告示は、平成２８年４月１日から施行する。 
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様式第１号（第７条関係） 

（一部改正〔平成２６年告示１７号・２７年３２９号・２８年９３号〕） 

様式第２号（第８条関係） 

（一部改正〔平成２６年告示１７号〕） 

様式第３号（第９条関係） 

（一部改正〔平成２６年告示１７号〕） 

 




